
　

マ
ン
シ
ョ
ン
の
管
理
の
適
正
化
の

推
進
に
関
す
る
法
律
が
一
部
改
正
さ

れ
、
八
尾
市
手
数
料
条
例
に
お
い
て

引
用
す
る
同
法
の
条
項
が
移
動
す
る

が
、
同
法
の
改
正
は
ど
の
よ
う
な
内

容
か
。　

　

地
方
公
共
団
体
の
責
務
と
し
て
外

壁
剥は
く
ら
く落
等
の
危
険
な
状
態
に
あ
る
マ

ン
シ
ョ
ン
に
対
す
る
報
告
徴
収
、
助

言
指
導
・
勧
告
、
あ
っ
せ
ん
等
を
措

置
す
る
こ
と
及
び
区
分
所
有
者
の
意

向
把
握
、
合
意
形
成
の
支
援
等
の
取

り
組
み
を
行
う
民
間
団
体
の
登
録
制

度
を
創
設
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
項

目
が
追
加
さ
れ
た
。

市
営
西
郡
住
宅
の
建
替
事
業

　
　
再
び
契
約
金
額
は
変
わ
る
の
か
？

建
設
産
業 

常
任
委
員
会

　

市
営
西
郡
住
宅
14
～
18
号
館
建
替

事
業
に
お
い
て
、
今
後
再
び
、
契
約

金
額
が
変
更
と
な
る
予
定
は
あ
る
か
。

ま
た
、
変
更
と
な
っ
た
場
合
の
金
額

の
規
模
は
。

　

コ
ン
ク
リ
ー
ト
や
鉄
骨
等
の
資
材

価
格
の
変
動
に
対
応
す
る
措
置
と
し

て
単
品
ス
ラ
イ
ド
を
予
定
し
て
お
り
、

予
算
と
し
て
5
0
0
0
万
円
程
度

の
変
更
額
を
想
定
し
て
い
た
が
、
主

要
資
材
の
物
価
上
昇
が
鈍
化
し
て
い

る
こ
と
か
ら
、
想
定
よ
り
も
金
額
が

低
く
な
る
見
込
み
で
あ
る
。

A Q

分科会で審査した議案
◦�令和７年度八尾市一般会計第５号補正

予算の件（所管分）
◦令和7年度八尾市母子父子寡婦福祉資
　金貸付金特別会計第1号補正予算の件

　

今
回
の
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
見
直
し
に

よ
る
問
題
や
課
題
は
発
生
し
な
い
の

か
。
ま
た
、
移
行
の
時
期
は
決
ま
っ

て
い
る
の
か
。

　

国
が
提
供
す
る
ガ
バ
メ
ン
ト
ク
ラ

ウ
ド
に
シ
ス
テ
ム
を
移
し
、
現
状
の

シ
ス
テ
ム
の
運
用
を
継
続
す
る
も
の

で
あ
り
、
新
た
な
機
能
を
開
発
す
る

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
た
め
、
市
民

サ
ー
ビ
ス
へ
の
影
響
は
な
い
。
ま
た
、

移
行
完
了
の
時
期
と
し
て
は
令
和
９

年
１
月
頃
を
予
定
し
て
い
る
。

標
準
化
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行

　
　
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
見
直
し
の
影
響
は
？

文
教 

分
科
会

　

国
が
整
備
を
進
め
る
標
準
化
シ
ス

テ
ム
へ
の
移
行
に
つ
い
て
、
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
が
見
直
し
と
な
っ
た
理
由

は
。

　

本
市
の
み
な
ら
ず
全
国
の
自
治
体

が
標
準
化
シ
ス
テ
ム
へ
の
移
行
を
一

斉
に
進
め
て
い
る
た
め
、
I
T
業

界
に
お
け
る
シ
ス
テ
ム
開
発
に
関
わ

る
人
員
が
不
足
し
て
い
る
状
況
が
一

因
で
あ
る
。

　
A Q

QA

分科会で審査した議案
◦�令和７年度八尾市一般会計第５号補正

予算の件（所管分）
◦�令和７年度八尾市介護保険事業特別会

計第１号補正予算の件

　

給
付
適
正
化
に
向
け
た
取
り
組
み

に
お
い
て
、
通
報
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

は
ど
の
よ
う
な
役
割
を
担
う
の
か
。

　

実
際
の
事
業
所
で
起
こ
っ
て
い
る

事
象
や
相
談
と
い
っ
た
、
現
場
の
声

を
把
握
す
る
こ
と
が
、
給
付
の
適
正

化
に
大
き
く
貢
献
す
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。
こ
う
し
た
声
を
丁
寧
に
拾

い
上
げ
る
こ
と
で
、
必
要
に
応
じ
て
、

事
業
所
へ
の
運
営
指
導
を
実
施
し
、

制
度
の
適
正
な
運
用
に
つ
な
げ
て
い

き
た
い
。

介
護
給
付
適
正
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム

　
　
　
　
　
　
　
　
　
そ
の
体
制
は
？

健
康
福
祉
環
境 

分
科
会

　

給
付
適
正
化
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー

ム
に
配
置
予
定
の
専
門
職
ア
ド
バ
イ

ザ
ー
の
職
種
や
職
務
内
容
は
。

　

主
任
ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
と
弁
護
士

を
外
部
人
材
と
し
て
登
用
し
、
主
任

ケ
ア
マ
ネ
ジ
ャ
ー
に
は
ケ
ア
プ
ラ
ン

の
点
検
や
立
入
り
調
査
へ
の
同
行
を
、

弁
護
士
に
は
事
前
協
議
に
お
け
る
ア

ド
バ
イ
ザ
ー
業
務
、
立
入
り
調
査
へ

の
同
行
、
報
告
書
の
作
成
な
ど
を

担
っ
て
い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

　
　 Q

Q A Q
委員会で審査した議案
◦八尾市手数料条例の一部改正の件 
◦市営西郡住宅14 ～ 18号館建替事業
　に係る事業契約変更の件

委員会で審査した議案
◦特別職の職員で非常勤のものの報酬及び
　費用弁償に関する条例の一部改正の件
◦八尾市市税条例の一部改正の件

その他議案３件
分科会で審査した議案
◦��令和７年度八尾市一般会計第５号補正

予算の件（所管分）�
その他議案１件

　

固
定
資
産
評
価
審
査
委
員
会
委
員

の
報
酬
を
日
額
8
0
0
0
円
か
ら

２
万
1
0
0
0
円
に
引
き
上
げ
る

た
め
の
条
例
改
正
を
行
う
理
由
は
。

　

こ
れ
ま
で
、
学
識
経
験
者
２
名
、

資
産
税
課
元
職
員
１
名
の
計
３
名
で

構
成
し
て
い
た
が
、
今
後
す
べ
て
の

委
員
を
学
識
経
験
者
で
構
成
し
て
い

く
に
あ
た
り
、
他
の
審
査
会
や
審
議

会
委
員
の
学
識
経
験
者
の
報
酬
金
額

に
鑑
み
、
引
上
げ
を
行
う
。

市
民
課
窓
口
の
慢
性
的
な
混
雑

　
　
　
　
解
消
に
向
け
た
手
立
て
は
？

総
務 

常
任
委
員
会
・
分
科
会

　

債
務
負
担
行
為
補
正
に
次
期
市
民

課
窓
口
及
び
庁
内
案
内
業
務
の
委
託

料
と
し
て
７
億
９
０
０
万
円
を
計
上

し
て
い
る
が
、
現
在
の
窓
口
混
雑
を

解
消
す
る
た
め
の
手
立
て
に
つ
い
て

ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
の
か
。

　

委
託
業
者
の
選
定
を
プ
ロ
ポ
ー
ザ

ル
方
式
で
行
う
予
定
と
し
て
お
り
、

課
題
の
明
確
化
や
混
雑
解
消
に
係
る

提
案
に
優
れ
て
い
る
業
者
に
高
得
点

を
つ
け
る
な
ど
、
民
間
の
力
を
導
入

し
な
が
ら
窓
口
混
雑
の
解
消
を
図
り

た
い
。

Q

Q

A

A

市役所の利便性を向上させるためには、窓
口混雑の解消をさらに図る必要がある。

A

A

委員会審査

▶

介護給付適正化の推進
　介護給付適正化とは、介護給付を
必要とする利用者を適切に認定し、
利用者が真に必要とするサービスを
事業者が過不足なく適切にサービス
を提供するよう促すこと。
　これにより、利用者に対する適切
な介護サービスの確保と、公平・公
正なサービスの提供を通じて、介護
保険制度への信頼を高め、持続可能
な介護保険制度へとつながる。

標準化システムへの移行
　これまでは自治体ごとにシステム
を開発・所有してきたため、維持や
管理、制度改正時の改修等を個別で
対応する必要があった。基幹業務シ
ステムの統一・標準化の取り組みに
より、自治体の人的・財政的負担を
軽減し、地域の実情に即した住民
サービスの向上に注力できるように
するとともに、新たなサービスの迅
速な展開を可能とすることをめざし
ている。

単品スライドとは
　特別な要因により工期内に主要な
工事材料の日本国内における価格に
著しい変動が生じ、請負代金額が不
適当となった際に、受注者または発
注者からの請求により請負金額の変
更が可能となる制度。
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